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（１）保険財政健全化策推進（インフレ下での医療給付費の在り方と、現役世代の保

険料負担抑制との整合性を図るための制度的対応） 

  経済・物価動向等に適切に対応し、安心して医療・介護・福祉サービスを受けら

れる体制を整備することとあわせて、医療・介護を中心とした社会保障制度改革を

着実に実行することにより、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくこ

とを目指す。このため、骨太方針 2025 と同様、経済・物価動向等を踏まえ、的確

な対応を行いつつ、これまでの歳出改革努力を継続し、令和９年度の社会保障負担

率が令和７年度と比較して上昇しないよう取り組む。 

また、社会保障制度が果たす機能を損なわないよう配慮しつつ、社会保障負担率

の目標の検討を進め、これとあわせて、社会保障改革について令和８年度中に改革

項目の具体化と工程の明確化を図り、順次実施する。 

特に、高齢化や高度化等への対応が必要な医療給付費については、経済が成長し

賃上げが継続する「強い経済」の構築に向けた取組を進める中で、診療報酬に経済・

物価動向等を基本的に反映しつつも、医療給付費の対 GDP 比や雇用者報酬の伸び

との関係などを参照しつつ、医療費適正化計画の次期改定に向けて抜本的な見直し

を行うことを含め、改革を継続する。 

 

（２）医療介護分野における保険者の権限及び機能の強化並びに都道府県の役割強

化（①保険者の再編統合、②医療介護保険システムの全国統合プラットフォーム

の構築、③介護保険サービスに係る基盤整備の責任主体を都道府県とする等） 

  データに基づく効率的な保険運営体制を構築するため、保険者機能の強化、国民

健康保険における都道府県内の保険料水準の完全統一及び市町村の事務負担軽減

や後期高齢者医療制度の運営主体のあり方などの保険者の再編統合（①）、医療・

介護情報の共有等を実現するための医療介護保険システムの全国統合プラットフ

ォームの構築（②）及び介護保険サービスの基盤整備に関する責任主体の市町村か

ら都道府県への移行（③）について検討の上、実行することを中核として、医療介

護分野における保険者の権限及び機能の強化、事務の広域化並びに都道府県の役

割強化を行う。 

また、「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」等に

ついて、データに基づいて保険者機能がより発揮できるような環境整備を進める。 

  国民健康保険については、被保険者間の受益と負担の公平性を確保する観点か

ら、都道府県内の保険料水準の完全統一について、令和 9 年度に予定されている

国保運営方針の中間改定において、全ての都道府県が具体的な実現時期を明記す

るための措置を講じるとともに、現行「遅くとも令和 18 年度まで」としている完

全統一時期を前倒して全国で達成できるよう必要な方策を行う。併せて、市町村の

事務負担軽減に向けた取組を進める。後期高齢者医療制度については、医療提供体

制の構築や医療費適正化の取組の推進の主体が都道府県であること、また、効率的

な制度運営の観点から、その財政運営を含む運営主体の在り方について、地方自治

体等の意見を踏まえて具体的な検討を進め、令和 10 年末までに結論を得る。 
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（３）病院機能の強化、創薬機能の強化、患者の声の反映及びデータに基づく制度設

計を実現するための中央社会保険医療協議会の改革 

  データに基づく客観的かつ合理的な診療報酬決定プロセスを確立するため、中

央社会保険医療協議会の機能を見直す。 

具体的には、病院機能の強化の観点から、日本社会の各種医療機能を適切に反

映した形での委員構成の見直しを含めた検討を行う。 

また創薬機能の強化の観点から、令和８年度末までに社会保険医療協議会法の

改正を含め、製薬、医療機器及び卸等の産業界の法令上の位置づけを明確化する

よう結論を得る。 

更に、患者の声の反映及びデータに基づく制度設計の観点から、情報分析体制

の強化や、医療経済系学会からの直接的な技術評価提案を可能とする制度設計を

検討する。 

 

（４）医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現 

70 歳以上の高齢者の医療費窓口負担割合について、低所得者等の必要な受診が

確保されるよう適切に配慮することを前提として、原則 3 割となっている現役世代

との間で年齢によらない真に公平な応能負担を実現する観点から見直しを行う。そ

のための改革工程表を令和 8 年末までに策定する。 

その際、高齢者の就業率の上昇や健康寿命の延伸、医療費水準や受診状況の動向、

高齢者に低所得が多いといった家計の状況等も踏まえ、必要な受診が確保されるよ

う適切な配慮措置を講じつつ、外来特例の在り方や、負担割合の区切りとなる所得

の見直し、年齢の引き上げなど窓口負担の抜本的な見直しについて、現役世代の負

担軽減の観点からの公費負担のあり方とともに総合的に検討を行い、その速やかな

実現について令和８年末までに一定の結論を得る。 

また、マイナンバー制度を活用した所得・資産情報の把握基盤の整備を早急に進

め、制度への反映を進める。 

 

（５）年齢に関わらず働き続けることが可能な社会を実現するための「高齢者」の定

義見直し 

  健康寿命の延伸や人口構造の変化を踏まえ、年齢に関わらず意欲ある者が働き

続けられる生涯現役社会の実現を目指す。 

このため、人口構造、健康状態、就労実態との整合性を踏まえ、社会保障及び労

働分野の制度ごとに設けられている高齢者の年齢区分等について、それぞれの趣旨

や目的を踏まえつつ制度横断的に総点検を行い、有識者の意見を聴いた上で、必要

に応じて引き上げ等を行う方向で検討を行い、その結果を踏まえて、所要の措置を

講ずる。そのための改革工程表を令和 8 年度末までに策定する。 

 

（６）人口減少下でも地方の医療介護サービスが持続的に提供されるための制度設計  

  人口減少により患者数が構造的に減少する地域においても、限られた人員・人材

で質の高い医療・介護サービスを持続的に提供可能な体制を構築する。 
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このため、医療・介護現場における生産性向上の取組等を加速するほか、職員配

置基準の一層の柔軟化とともに、現行の出来高の診療報酬体系では医療機関の運営

が困難な地方の課題を踏まえ、アウトカム評価の充実と併せ、地域における提供体

制の維持、予防・健康管理、在宅医療、介護との連携等の評価の観点も含め、外来

の包括報酬の在り方を検討し、所要の措置を講ずる。 

併せて、医療保険制度を活用した医師確保支援や保険者が運営する医療機関の活

用も含めた総合的な対応を検討する。 

AI 技術の活用も含めた医療・介護テクノロジーの社会実装に向けて、省力化投

資プランも踏まえ、継続的に医療・介護分野の生産性向上・省力化を実現し、職員

の負担軽減や資質向上にもつなげることができるよう、実証・導入・伴走支援を行

うとともに、介護における居宅サービス等も含めた適切な評価のあり方を検討する。

併せて、医療 DX・介護 DX を通じて、プラットフォームを整備し、地域における

業務の効率化を推進する。 

 

（７）国民皆保険制度の中核を守るための公的保険の在り方及び民間保険の活用に

関する検討 

  国民皆保険制度の理念を堅持しつつ、高度化・高額化する医療へのアクセスを確

保するため、公的保険と民間保険の役割分担を検討する。このため、公的保険を補

完する民間保険の活用可能性、先進医療等の対象拡大、民間保険による補完が有効

な領域（一部保険外療養と民間保険の相互補完を含む）、利用者保護の在り方につ

いて財務省、厚労省、金融庁を含む関係省庁で検討を行う。具体的には、公的保険

を補完する民間保険の活用について、生命保険業界及び損害保険業界等を含む有

識者の意見を聴取し、検討を行う。 

 

（８）大学病院機能の強化（教育、研究及び臨床を行う医療従事者として適切な給与

体系の構築等） 

  高度な医療を担いつつ教育研究を行うという大学病院の本来の役割・機能を踏

まえた教育・研究・診療のバランスの在り方や診療規模・医療機能の適正化など、

大学病院のあるべき姿（コンセプト）の明確化について、文部科学省及び厚生労働

省において検討し、令和８年度中に結論を得る。 

また、大学病院の機能強化に向けて、当初予算を通じて教育・研究を支援しつつ、

各大学病院における手当創設等を通じた医療従事者の抜本的な処遇改善の取組を

推進する。 

加えて、教育・研究・臨床の中核である大学病院の経営力強化や、医療従事者の

適切な給与体系の構築に向けては、大学病院の組織形態（法人形態を含む）や処遇

改善の在り方等について、調査研究の結果を踏まえて検討し、令和８年度中に結論

を得る。なお、教育・研究・臨床が一体的に行われる大学病院として質の高い医療

を提供している医療従事者としても適切な水準と言える処遇体系となるよう環境

を整備する。 

  大学病院が果たす機能を踏まえた診療報酬上の評価を充実させる。あわせて、患
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者が医師を選択することに関する選定療養の新設について、次期診療報酬改定ま

でに検討し、結論を得る。 

 

（９）高度機能医療を担う病院の経営安定化と従事者の処遇改善（診療報酬体系の抜

本的見直し） 

  昨年の自由民主党と日本維新の会の協議を踏まえ、令和７年度補正予算及び令

和８年度診療報酬改定において、高度機能医療を担う病院への支援の重点化を図

ったところ。 

救急医療、高度急性期医療、難病・先進医療等を担う病院の経営安定化と従事者

の処遇改善を図るため、経営の安定化や従事者の処遇改善等の効果検証を行い、そ

れを踏まえた必要な対応として、医療機関の機能に応じた診療報酬体系の抜本的な

見直しを行う。 

  具体的には、施設類型ごとにメリハリある評価など、医療機関の機能に応じた診

療報酬体系について検討する。また、これらの報酬が、病院の医療従事者の賃上げ

や人材確保に適切に結び付く仕組みを検討する。 

 

（10）配偶者の社会保険加入率上昇及び生涯非婚率上昇等をも踏まえた第３号被保

険者制度等の見直し 

  共働き世帯の増加など家族構成や働き方の多様化に適合した、働き方に中立的

かつ公平な社会保障制度を早期に構築する。 

このため、第３号被保険者制度については、その縮小に向け、マルチワーカーへ

の対応等を含めた短時間労働者等への被用者保険適用拡大を早期に進展させると

ともに、第３号被保険者に係る実態調査を実施し、令和８年度中にその結果をとり

まとめ、課題の整理を行う。同整理及びそれに関する具体的施策の企画立案等のた

め、第３号被保険者制度に関する検討会を令和８年夏頃を目途に立ち上げ、政策を

推進する。 

 

（11）医療の費用対効果分析に係る指標の確立 

  医療技術や医薬品の革新と保険財政の持続可能性を両立させるため、費用対効

果評価制度の発展に向けた更なる見直しについて具体的な検討を進め、費用対効

果分析の指標と活用方法を再構築する。 

具体的には、これまでの評価手法のみならず、新たな評価手法等を含め、医療の

費用対効果分析に係る指標を確立すべく、対象品目や価格調整の範囲の拡大、診療

ガイドラインへの反映を含めた医療現場での普及などについて、令和８年度末まで

に結論を出す。 

更に、分析データの迅速かつ徹底的な情報公開や学会等を含む第三者による検証

を含め、技術的・制度的課題を継続的に検証する仕組みを構築する。 

以上の検証を進めつつ、費用対効果にすぐれる品目については薬価を引き上げる

ことで創薬環境の改善を図りつつ、追加的有用性（比較技術に対する健康アウトカ

ム指標での改善）が示されず費用が増加する品目は、令和８年９月までの検証結果
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を踏まえた価格調整を速やかに実施する。 

  また、医療 DX による価値を定量的に評価する方策の具体化に向けた検討を進

める。 

 

（12）医療機関の収益構造の増強及び経営の安定化を図るための医療機関の営利事

業の在り方の見直し 

  医療法人の経営基盤を強化するため、医療機関の公益性を保ちつつ、経営安定化

や地域課題解決に資する事業範囲の拡充につながるよう、いわゆる医療機関の営

利事業（附帯業務・附随業務等）に関する現行規制の見直しを行う。 

具体的には、医療機関が保有する医学的知見や人材を活かし、地域の健康増進に

貢献する事業等、地域の患者・住民の多様なニーズに寄り添ったサービスを幅広く

提供する事業を新たな収益源として位置づけられるよう、資金調達手段の多角化を

促進するため、経営安定化や地域課題解決に資する事業範囲の拡充について整理し、

制度改正に向けた検討を進め、所要の措置を講ずる。 

また、医療法人の理事長要件については、当該要件に係る国家戦略特別区域法の

特例措置の全国展開を含め、事業経営に長け、かつ、医療倫理を理解する人材も理

事長に据えられるよう、一定要件下で非医師の理事長就任を速やかに可能とする。

さらに、医療機関の経営情報の見える化を推進するとともに、医療機関経営を支え

る人材の育成や、医療機関経営に関する資金・経営支援事業者の健全性を確保する

方策等、我が国における医療機関経営の健全化を推進する。  

 

（13）医療機関における高度医療機器及び設備の更新等に係る現在の消費税負担の

在り方の見直し 

  持続的かつ効率的な地域の医療提供体制の構築の観点から必要と認められる高

度医療機器や設備更新、医療 DX 投資等について、医療機関における控除対象外消

費税の負担が一時的に大きくなる場合があることを念頭に、対応策を検討する。 

具体的には、補助金、診療報酬及び税制上の措置による対応を含め、必要な支援

の在り方を検討し、令和８年度末までに結論を得る。 

特に、新たな地域医療構想の下、将来需要を踏まえ、地域に不可欠な施設の建て

替え及び改修が計画的に進むよう、必要な支援の在り方を検討する。 

 

（以上） 




